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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

公 安 委 員 会 規 則

○指定自動車教習所の指定及び検査等に関する規則等の一部を改正する規則（※）

（免許試験課取扱い）１

指定自動車教習所の指定及び検査等に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。

令和７年12月５日

鹿児島県公安委員会委員長 鑪野孝清

鹿児島県公安委員会規則第36号

指定自動車教習所の指定及び検査等に関する規則等の一部を改正する規則

（指定自動車教習所の指定及び検査等に関する規則の一部改正）

第１条 指定自動車教習所の指定及び検査等に関する規則（平成９年鹿児島県公安委員会規則

第５号）の一部を次のように改正する。

別記第５号様式を次のように改める。

鹿 児 島 県 公 報
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第５号様式（第５条関係）

指定申請書記載事項変更届

第 号

年 月 日

鹿児島県公安委員会 殿

届出者 住所

氏名

法人にあっては，主たる事務所の

所在地，名称及び代表者

変更を受けようとする教習

所の名称

変更を受けようとする教習

所の所在地

変 更 す る 記 載 事 項

変 更 後 の 記 載 事 項

備 考

鹿 児 島 県 公 報 令和７年12月５日（金）第675号の５
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鹿 児 島 県 公 報 令和７年12月５日（金）第675号の５

（取消処分者講習の実施に関する規則の一部改正）

第２条 取消処分者講習の実施に関する規則（平成15年鹿児島県公安委員会規則第８号）の一

部を次のように改正する。

別記第14号様式及び別記第15号様式中

「

氏 名 を

」

「

氏 名 （ フ リ ガ ナ ） （ ） に 改 め

」

る。

（大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する細則の一部改正）

第３条 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する細則（令和４年

鹿児島県公安委員会規則第13号）の一部を次のように改正する。

別記様式を次のように改める。
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鹿 児 島 県 公 報 令和７年12月５日（金）第675号の５

別記様式（第２条関係）

変 更 届

第 号

年 月 日

鹿児島県公安委員会 殿

届出者 住所

氏名

法人にあっては，主たる事務所の

所在地，名称及び代表者

変更を受けようとする教習

所の名称

変更を受けようとする教習

所の所在地

変更する添付書類の記載事

項

変更後の添付書類の記載事

項

備 考

附 則

この規則は，令和７年12月15日から施行する。


